
 158　Ⅴ　課税標準等

５　　個　　人　　事　　業　　税（平成27年度）

(1) 業　　　　種　　　　別

所　　　　　　　得　　　　　　　金　　　　　　　額

業 種 課 税 人 員 所 得 金 額 事 業 主 控 除 額 差引課税所得金額
① ② ①－②

人 千円 千円 千円

総 計    167 932  1 470 629 296   477 358 398   993 270 898

第 一 種 事 業    127 844  1 050 474 834   363 089 874   687 384 960

物 品 販 売 業    9 415   56 244 344   26 249 096   29 995 248

不 動 産 貸 付 業    66 531   728 772 625   192 736 785   536 035 840

製 造 業    3 057   16 325 541   8 089 778   8 235 763

運 送 ・ 運 送 取 扱 業    11 433   52 361 501   31 607 181   20 754 320

駐 車 場 業    2 607   15 757 534   7 184 037   8 573 497

請 負 業    23 313   115 146 757   64 512 719   50 634 038

印 刷 ・ 出 版 業     379   2 347 978    982 164   1 365 814

料 理 店 ・ 飲 食 店 業    6 804   32 606 751   19 646 341   12 960 410

周 旋 業     449   3 105 388   1 301 496   1 803 892

代 理 業     817   5 716 284   2 366 476   3 349 808

遊 技 場 業     96   1 238 685    250 880    987 805

そ の 他 の 事 業    2 943   20 851 446   8 162 921   12 688 525

第 二 種 事 業     12   4 553 597    34 800   4 518 797

畜 産 業     9   4 480 906    26 100   4 454 806

水 産 業     3    72 691    8 700    63 991

第 三 種 事 業    40 076   415 600 865   114 233 724   301 367 141

医 業 等    4 976   43 861 961   14 229 489   29 632 472

法 務 業 等    18 039   274 112 664   51 591 092   222 521 572

環 境 衛 生 業    4 504   20 762 835   12 833 917   7 928 918

そ の 他 の 事 業    11 342   70 766 709   32 425 897   38 340 812

あ ん 摩 業 等    1 215   6 096 696   3 153 329   2 943 367

（備考）１　「所得金額」とは事業主控除前の年所得金額をいう。

        ２  「所得金額」、「課税人員」は、過年度相当分及び分割支店分を含まない。

　　　　３  旧非課税事業の経過措置に基づく控除額を含む。

　　　　４  第三種事業における「医業等」とは医業、歯科医業、薬剤師業、「法務業等」とは弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認

　　　　　  会計士業、計理士業、社会保険労務士業、不動産鑑定業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、「環境衛生業」とは理容業、美容業、クリーニング業、

　　　　 　 公衆浴場業、歯科衛生士業、歯科技工士業、「あん摩業等」とはあん摩等の事業、装蹄師業を各々さす。


